
平成２４年度税制改正（地方税）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １０ 府 省 庁 名  国土交通省        

対象税目 

個人住民税  法人住民税  住民税(利子割) 事業税 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（国有資産等

所在市町村交付金） 

要望 

項目名 
新関西国際空港株式会社の固定資産税課税対象資産に係る国有資産等所在市町村交付金の非交付措置の創設

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

・現在国が所有し、平成２４年７月に新関西国際空港株式会社に承継される固定資産（大阪国際空港、大阪

航空局の職員用宿舎、豊中市場外用地、伊丹市場外用地）について、平成２５年度の国有資産等所在市町

村交付金の交付対象から除外する。なお、平成２３年度市別の国有資産等所在市町村交付金の交付額は下

記の通りである。 

 

（単位：円）

市名 交付金額 

池田市 41,111,100

豊中市 115,279,300

伊丹市 284,447,800

合計 440,838,200

                       

 

関係条文 国有資産等所在市町村交付金法第２条 

 

減収 

見込額 
（初年度）  ▲４４０ （－）        （平年度） ▲４４０（－）    （単位：百万円）

 

要望理由 

・大阪国際空港の資産に係る平成２５年度の所在市町村交付金の算定標準となるべき固定資産の価格等は平

成２４年３月３１日に決定される。他方、大阪国際空港の資産に係る平成２５年度分の賦課期日は平成２

５年１月１日である。このため、平成２５年度分については所在市町村交付金及び固定資産税の双方を支

払う義務が生じることとなり、その負担が著しく過重となる。所在市町村交付金が固定資産税の代替的性

格を有していることに鑑み、平成２５年度の所在市町村交付金は交付しないこととする。 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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